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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第74期
第１四半期
連結累計期間

第75期
第１四半期
連結累計期間

第74期

会計期間
自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日

自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日

自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日

売上高 (百万円) 63,080 61,787 254,124

経常利益 (百万円) 183 726 2,158

四半期(当期)純利益 (百万円) 82 468 861

四半期包括利益又は
包括利益

(百万円) △101 533 1,723

純資産額 (百万円) 25,360 28,306 28,333

総資産額 (百万円) 96,212 100,173 94,848

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 1.10 5.86 11.03

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ─ ─ ―

自己資本比率 (％) 26.2 28.2 29.8

(注)　１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

　　  ２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

　　  ３　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

　

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容に重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社の異動については以下のとおりであります。

　
（食肉関連事業）

当第１四半期連結会計期間において、当社の連結子会社であるスターゼン東日本販売㈱は、同じく連結

子会社であるスターゼン北日本販売㈱、スターゼン西日本販売㈱、スターゼン南日本販売㈱を合併し、商

号をスターゼン販売㈱に変更しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項

のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生または前事業年度の有価証券報告書

に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子

会社）が判断したものであります。

　
(1) 経営成績の分析

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策により、円安株高が進み、一部高級

品等では個人の消費マインドの改善もみられ、輸出も緩やかながら回復基調で推移しました。

　食肉業界は、国産牛肉が和牛肉の出荷が減少したことから供給量全体が減少し市況は前年を上回り高値

で推移しました。国産豚肉は、輸入豚肉の減少から相場は堅調に推移しましたが一部商品に荷余り感もあ

り相場下降も見られました。国産鶏肉は、出荷量・市況ともほぼ前年並みに推移しました。

　輸入牛肉はこの４月からの米国産牛肉の月齢緩和措置から輸入量が大幅に増えましたが、６月からは緊

急輸入制限措置の発動を回避する動きから輸入量が減少しました。輸入豚肉は、現地高、円安の影響から

輸入量が減少し市況は上向きました。輸入鶏肉は、輸入量が前年並であったものの円安の影響から市況は

堅調に推移しました。

　このような状況の中、当社グループでは、営業体制の刷新と営業力強化に向けて営業本部を新設し、４販

売子会社を統合し食肉および加工食品の拡売に努めましたが、食品では引き続き慎重な消費が続くなか、

取扱量、売上高ともに微減となりました。

　以上の結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は617億87百万円（前年同四半期比2.0％減）、

営業利益は3億円（前年同四半期比1,566.7％増）、経常利益は7億26百万円（前年同四半期比296.7％

増）となりました。四半期純利益につきましては4億68百万円（前年同四半期比470.7％増）となりまし

た。

　

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。　

　

＜食肉関連事業＞

　食肉関連事業の売上高は611億28百万円（前年同四半期比2.2％減）となりました。また、品目別の業績

は次のとおりであります。

　（食肉）

　国産牛肉は平成22年に宮崎県で発生した口蹄疫や東日本大震災に由来する出荷頭数の減少から相場が

上昇しましたが、消費者の低価格志向が根強く高級部位を中心に販売が伸び悩みました。その結果、取扱

量は前年比微増となりましたが、売上高は前年を上回りました。
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国産豚肉は輸入豚肉の円安による価格高騰の影響から加工原料の代替需要があったものの、取扱量、売

上高ともに前年を下回りました。

　国産鶏肉は前年並みの生産量、相場で推移した結果、取扱量、売上高ともに前年を上回りました。

　輸入牛肉は４月、５月に米国産の輸入量が大幅に増えましたが、飼料価格の高止まりや円安の影響で輸

入コストが高く、また、６月には緊急輸入制限措置の発動を回避する動きもあり、相場が堅調に推移した

結果、取扱量、売上高ともに前年を下回りました。

　輸入豚肉は円安の影響で輸入量が大幅に減少したことから取扱量、売上高ともに前年を下回りました。

  輸入鶏肉は販売競争が激しくなったことから取扱量、売上高ともに減少しました。

　これらの結果、食肉部門の売上高は496億2百万円（前年同四半期比4.7％減）となりました。

（加工食品）

　ローストビーフ、ハンバーグを中心に販売は引き続き好調に推移し、取扱量、売上高ともに前年を上回

り、売上高は83億50百万円（前年同四半期比18.4％増）となりました。

（ハム・ソーセージ）

　工場の集約化、生産品目の統廃合による経営効率化を図った結果、取扱量は微増となりましたが、売上高

は前年を上回り、売上高25億84百万円（前年同四半期比0.3％増）となりました。

（その他）

　その他の取扱品につきましては、売上高は5億91百万円（前年同四半期比24.5％減）となりました。

＜その他の事業＞

　その他の事業は主に製麺事業等で、売上高は6億58百万円（前年同四半期比9.7％増）となりました。

　
(2) 財政状態の分析

資産、負債及び純資産の状況

（資産）

流動資産は、前連結会計年度末と比べて、48億34百万円増加し、610億56百万円となりました。これは、

主として商品及び製品や前渡金、現金及び預金が増加したことによるものであります。

　固定資産は、前連結会計年度末と比べて、4億96百万円増加し、390億54百万円となりました。これは、主

として建物及び構築物が増加したことによるものであります。

　この結果、総資産では、前連結会計年度末に比べて、53億25百万円増加し、1,001億73百万円となりまし

た。

（負債）

流動負債は、前連結会計年度末と比べて、61億20百万円増加し、496億11百万円となりました。これは、

主として短期借入金が増加したことによるものであります。

　固定負債は、前連結会計年度末と比べて、7億68百万円減少し、222億55百万円となりました。これは、主

として長期借入金やリース債務、長期未払金が減少したことによるものであります。

　この結果、負債合計では、前連結会計年度末に比べて、53億52百万円増加し、718億67百万円となりまし

た。

（純資産）

純資産合計は、前連結会計年度末と比べて27百万円減少し、283億6百万円となりました。
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(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生

じた課題はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内

容等（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりです。

①　当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は、当社株式の大規模な買付行為等の是非については、最終的に株主の皆様の判断に委ねられる

べきものと考えており、そのために株主の皆様が適切な状況判断を行えるよう、十分な情報提供と考慮

期間を設ける必要があると認識しております。

　また、当社は、一概に当社株式に対しての大規模な買付行為等に対して否定的な見解を有するもので

はありません。しかしながら、近時の大規模な買付行為の中には、

1)当社株式の大量買付の目的が真摯に合理的な経営を目指すものではないことが明白であるもの

2)買収者が一般株主に対し、不利益な条件で株式売却を事実上強要する恐れがあるもの

3)買収者が、一般株主が適切に判断するために必要な情報の提供や考慮期間を用意していないもの

4)買収者が当社取締役会に対し、買収提案および事業計画等の提示、並びに交渉機会、考慮期間を用意

していないもの等、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることにならないも

のも想定されます。

そのような買付行為を行う者は、当社の会社支配に関する基本方針に照らして適当でないと判断し、

企業価値ひいては株主共同の利益を確保する為に、不適切な者からの大規模な買付行為等を防止する

ために何らかの対抗処置を講ずる必要があると考えます。

②　会社支配に関する基本方針の実現に資する取り組み

当社では、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保するための取り組みとして、以下の施策を

実施しております。

経営集団の形成に資する取り組み

平成21年度を初年度とした３ヵ年計画を策定し、分社化後の各社の機能ごとに目標を明確にし、その

達成に向けて取り組んでまいりましたが、新たな体制で平成23年度を初年度とする新３ヵ年計画を策

定し、当社のコアビジネスである食肉卸売事業を拡充し、食肉製品・食品の生産拡大、新規販売チャネ

ルの開発、新たなビジネスモデルの確立などグループ全体の企業価値拡大のために、以下の課題に取り

組んでおります。

・食肉調達事業・・・・食肉の安定供給を第一として国内生産および集荷基盤をより一層拡充する
為、国内肥育生産事業を強化し併せて、海外からの供給を安定したものにする
べく海外産地開発等集荷基盤の拡充を図っております。

・食肉等卸売事業・・・集荷した食肉等を自社の物流機能を通じて日本全国に供給できる体制の構築

はもとより、市場シェア拡大のための営業拠点の新設、物流合理化を目途とし

たシステム化、センター化の推進を図っております。

・食品製造事業・・・・新商品開発の強化、製造コストの削減、得意先ニーズに合わせた迅速な商品供

給を図っております。

また、当社グループの最も重要である社会的責任は、安全、安心な食肉、食品を安定供給することであ

り、そのためのサプライチェーンを構築することです。特に、取り扱い商品には万全の体制をとるべく、

国際認証の品質管理システム『ＳＱＦ』の導入を推進しており、平成25年６月末には、当業界では最も

多い52箇所の事業所、ならびに工場が認定を受けております。さらに外部専門機関の定期検査を受け安

全、安心に注力し、これまでの取り組みを通して企業価値の拡大のために事業を通じて、ＣＳＲ、コンプ

ライアンスの徹底、環境問題を意識した取り組みを行っております。

当社グループは、以上のような取り組みを基本として、企業価値ひいては株主共同の利益の一層の向

上を追求し、さらには財務体質の強化と内部留保の充実を考慮しつつ、株主利益を重視した配当政策を

実施してまいります。
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③　基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止

するための取り組みの概要

当社は、会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決

定が支配されることを防止し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるための取

り組みとして、平成25年５月13日開催の当社取締役会において、「当社株式の大規模買付行為に関する

対応策」（以下「本プラン」といいます。）の継続を決議し、平成25年６月27日開催の第74回定時株主

総会において、本プランの継続について承認を得ております。

本プランの対象となる当社株式の大規模買付行為とは、特定株主グループの議決権割合を20％以上

とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が

20％以上となる当社株券等の買付行為をいい、かかる買付行為を行う者を「大規模買付者」といいま

す。

本プランにおける大規模買付時の情報提供と検討時間の確保等に関する一定のルール（以下「大規

模買付ルール」といいます。）は、1)事前に大規模買付者が当社取締役会に対して必要かつ十分な情報

を提供し、2)必要情報の提供完了後、対価を現金のみとする公開買付による当社株式の買付けの場合は

最長60日間、またはその他の大規模買付行為の場合は最長90日間を当社取締役会による評価・検討等

の取締役会評価期間として設定し、取締役会評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始するとい

うものです。ただし、対抗措置の内容について株主意思確認手続きをとった場合は、対抗措置の発動、不

発動の手続きが完了するまでは、大規模買付行為は開始できません。

　本プランにおいては、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、原則として当該大規模

買付行為に対する対抗措置は講じません。但し、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場

合、遵守しても当該大規模買付行為が当社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては

株主共同の利益を著しく損なうと判断する場合には、必要かつ相当な範囲で新株予約権の無償割当等、

会社法その他の法律及び当社定款が認める検討可能な対抗措置をとることがあります。

　このように対抗措置をとる場合、その判断の合理性及び公正性を担保するために、取締役会は対抗措

置の発動に先立ち、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外監査役又は社外有識者から選

任された委員で構成する独立委員会に対して対抗措置の発動の是非について諮問し、独立委員会は対

抗措置の発動の是非について、取締役会評価期間内に勧告を行うものとします。当社取締役会は、対抗

措置を発動するか否かの判断に際して、独立委員会の勧告を最大限尊重します。

　なお、本プランの有効期限は平成28年６月に開催される当社第77回定時株主総会の終結の時までと

なっております。ただし当社株主総会において本プランを廃止する旨の株主の一定割合の意思表示が

行われた場合、又は当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議等が行われた場合にはその時点

で廃止されます。

④　本プランが基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地

位の維持を目的とするものではないことについて

本プランは、1)買収防衛策に関する指針の要件を充足していること、2)株主共同の利益の確保・向上

の目的をもって導入されていること、3)株主意思を反映するものであること、4)独立性の高い社外者の

判断を重視するものであること、5)デッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策ではないこと、の理

由から、基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の

会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

　
(4) 研究開発活動

当第１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は８百万円であります。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 200,000,000

計 200,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成25年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成25年８月14日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 87,759,216同左
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は1,000株
であります。

計 87,759,216同左 ― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成25年４月１日～
平成25年６月30日

─ 87,759─ 9,899 ─ 5,832

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日（平成25年３月31日）に基づく株主名簿による記

載をしております。

① 【発行済株式】

平成25年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）
　普通株式  7,822,000

― ―

完全議決権株式（その他） 　普通株式  77,406,000 77,406 ―

単元未満株式 　普通株式   2,531,216― ―

発行済株式総数 87,759,216 ― ―

総株主の議決権 ― 77,406 ―

(注)　単元未満株式には、当社所有の自己株式872株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成25年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数の
合計(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
スターゼン株式会社

東京都港区港南二丁目５番
７号

7,822,000― 7,822,0008.91

計 ― 7,822,000― 7,822,0008.91

　

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

EDINET提出書類

スターゼン株式会社(E02574)

四半期報告書

 8/17



第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成25年４月１日

から平成25年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成25年６月30日まで)

に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,865 9,084

受取手形及び売掛金 ※3
 29,832

※3
 29,123

商品及び製品 11,584 13,721

仕掛品 383 416

原材料及び貯蔵品 1,213 1,286

その他 5,568 7,618

貸倒引当金 △224 △192

流動資産合計 56,222 61,056

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 11,629 12,180

土地 9,480 9,441

その他（純額） 5,965 5,916

有形固定資産合計 27,075 27,539

無形固定資産

のれん 1,201 1,168

その他 541 546

無形固定資産合計 1,743 1,715

投資その他の資産 ※1
 9,739

※1
 9,799

固定資産合計 38,557 39,054

繰延資産 68 62

資産合計 94,848 100,173
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 15,303 14,902

短期借入金 14,530 20,822

未払法人税等 552 292

賞与引当金 1,167 531

その他 11,937 13,062

流動負債合計 43,490 49,611

固定負債

社債 4,100 4,100

長期借入金 14,723 14,172

退職給付引当金 1,715 1,710

その他 2,484 2,272

固定負債合計 23,024 22,255

負債合計 66,514 71,867

純資産の部

株主資本

資本金 9,899 9,899

資本剰余金 10,915 10,915

利益剰余金 8,221 8,130

自己株式 △1,348 △1,350

株主資本合計 27,687 27,595

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 531 595

繰延ヘッジ損益 272 241

為替換算調整勘定 △188 △154

その他の包括利益累計額合計 615 681

少数株主持分 30 28

純資産合計 28,333 28,306

負債純資産合計 94,848 100,173
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

売上高 63,080 61,787

売上原価 57,695 56,494

売上総利益 5,384 5,293

販売費及び一般管理費 5,365 4,992

営業利益 18 300

営業外収益

受取利息 14 12

受取配当金 35 41

不動産賃貸料 135 122

受取保険金及び配当金 180 201

持分法による投資利益 － 94

その他 97 146

営業外収益合計 464 618

営業外費用

支払利息 119 107

不動産賃貸費用 55 50

持分法による投資損失 61 －

その他 64 34

営業外費用合計 299 192

経常利益 183 726

特別利益

補助金収入 97 －

特別利益合計 97 －

特別損失

固定資産除却損 14 12

投資有価証券評価損 － 3

減損損失 － 38

特別損失合計 14 54

税金等調整前四半期純利益 266 671

法人税、住民税及び事業税 304 291

法人税等調整額 △101 △87

法人税等合計 202 204

少数株主損益調整前四半期純利益 63 466

少数株主損失（△） △19 △1

四半期純利益 82 468
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 63 466

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △105 61

繰延ヘッジ損益 △77 △31

為替換算調整勘定 19 34

持分法適用会社に対する持分相当額 △1 1

その他の包括利益合計 △164 66

四半期包括利益 △101 533

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △81 534

少数株主に係る四半期包括利益 △19 △1
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【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日  至  平成25年６月30日)

  当第１四半期連結会計期間において、当社の連結子会社であるスターゼン東日本販売㈱は、同じく連

結子会社であるスターゼン北日本販売㈱、スターゼン西日本販売㈱、スターゼン南日本販売㈱を合併し、

商号をスターゼン販売㈱に変更しております。
　

(四半期連結貸借対照表関係)
　

※１  資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

　

　
前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

投資その他の資産 282百万円 279百万円

　

２  偶発債務

連結会社以外の会社の金融機関等からの借入に対して、債務保証を行っております。

　

　
前連結会計年度

（平成25年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

セブンフーズ㈱ 1,963百万円 1,912百万円

㈱阿久根食肉流通センター 1,573　〃 1,530　〃

その他 1,953　〃 2,025　〃

計 5,491百万円 5,468百万円

　

※３  四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しておりま

す。

なお、当第１四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満

期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。

　

　
前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

受取手形 30百万円 13百万円

　
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第

１四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの

償却額は、次のとおりであります。

　
前第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日
至  平成25年６月30日)

減価償却費 760百万円 772百万円

のれんの償却額 5  〃 32  〃
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(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30日)
　

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月28日
定時株主総会

普通株式 522 7.00平成24年３月31日平成24年６月29日 利益剰余金

　
当第１四半期連結累計期間(自　平成25年４月１日　至　平成25年６月30日)

　

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月27日
定時株主総会

普通株式 559 7.00平成25年３月31日平成25年６月28日 利益剰余金

　
(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日)及び当第１四半期連結累計

期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年６月30日）

　当社は、生産肥育から食肉の処理加工、製造、販売に至るまでの事業を主に国内で行う「食肉関連事業」

を中心に事業活動を展開しており、報告セグメントは「食肉関連事業」のみであるため、セグメント情報

の記載を省略しております。

　

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
　

項目
前第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
 至  平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日
 至  平成25年６月30日)

　１株当たり四半期純利益金額 1円10銭 5円86銭

　　(算定上の基礎) 　 　

　　四半期純利益金額(百万円) 82 468

　　普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

　　普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 82 468

　　普通株式の期中平均株式数(千株) 74,637 79,932

(注)　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　
２ 【その他】

　該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成25年８月14日

スターゼン株式会社

取　締　役　会　　御　中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　大　橋　洋　史   　　

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　新　居　伸　浩 

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　廣　田　剛　樹

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているス
ターゼン株式会社の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間
(平成25年４月１日から平成25年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成25
年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半
期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸
表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、スターゼン株式会社及び連結子会社の平成25
年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示して
いないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
　
　

EDINET提出書類

スターゼン株式会社(E02574)

四半期報告書

17/17


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容

	第２事業の状況
	１事業等のリスク
	２経営上の重要な契約等
	３財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

	第３提出会社の状況
	１株式等の状況
	(1)株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	(3)行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
	(4)ライツプランの内容
	(5)発行済株式総数、資本金等の推移
	(6)大株主の状況
	(7)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２役員の状況

	第４経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	(1)四半期連結貸借対照表
	(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
	四半期連結損益計算書
	第１四半期連結累計期間
	四半期連結包括利益計算書
	第１四半期連結累計期間
	注記事項
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

